
自動車共済のしくみ自動車共済のしくみ

国公共済会を通じて、原則として組合員（契約者）の勤務地に対応する
自動車共済協同組合に加入していただくことになります。

北海道  0120-252-924

中　部 ☎052（872）1151
 あるいは夜間・休日専用の
  0120-365-625

関　東 各支部の事故受あるいは夜間・休日専用の
  0120-89-8819

東　北  0120-24-6250

西日本  0120-242-365

自動車事故の連絡先　24時間事故受付契約は
各単位共済会（単組）を窓口に、国公共済会を通じて、各エリアの自動車
共済協同組合と団体扱いで契約をします。【共済証書は、組合員（契約者）
の自宅あてに郵送になります。】

事故処理は
各自動車共済協同組合の地域の支部あるいは各地域のサービスセンター
に専門の職員がおり、この職員が親切に事故処理にあたります。必要な場
合には顧問弁護士も含めて示談交渉にあたりますのでご安心ください。

事故の対応は
組合員（契約者）と各エリアの自動車共済協同組合が直接対応します。

●示談交渉サービス：対人賠償事故・対物賠償事故の場合、被害者の同意
の上、示談交渉サービスを行います。

●一方的な被害事故でも、親切に相談・アドバイスを行います。

ご準備ください。
①加入する車の車検証（自動車検査証）のコピーと自動車検査証記録事項のコピー
②他の自動車保険（共済）から切り替える方は、その保険証券（共済証書）のコピーおよび満期通知［ウラ・オモテ］のコピー。
　（契約者名・記名被保険（共済）者・ノンフリート等級等がわかるもの）
③国公共済会自動車共済加入登録書

国公共済会へ①②③を送付。
（前契約のない方は②は必要ありません。）
●お急ぎの場合は、電話で確認後、①②③をFAXした後、郵送［○月○日FAX済みと記載］してください。

国公共済会は、お送りいただいた書類に基づき、各エリアの自動車共済協同組合へ加入手続きを行った後、各単位共済会あてに掛金の
お知らせをします。
◆共済掛金は原則として年払いです。（12回分割払いも取扱いますが、手数料5%がかかります）
◆個人口座からの自動引落しが出来ます。

自動車共済加入登録書に必要事項を記入・捺印。
ご希望により、セットしたい「人身傷害共済」や「車両共済」などをご記入ください。
車両共済をご希望の方は、「車名」「型式」「仕様」「初度登録年月または初度検査年月」「車両価格（新規購入車両のみ）」「付属品」をご記入下さい。
前契約および加入歴を必ずご記入ください。
万一、「前契約（または加入歴）がない」と偽って申し込みをされた場合、告知義務違反となり、ご契約が解除されたり、共済金が支払われない
場合もありますので、ご注意ください。

お申し込みの方法

1.事故発生のご連絡はお早めにお願いします。
ご契約者からの的確な事故報告があって初めて早期解決が可能です。
2.警察への事故届けをしてください。
事故状況が明確になっていれば、事故の早期解決をはかることができます。
3.相手方に対する安易な約束や全面賠償の約束をしないでください。
自動車共済協同組合とのご相談なしで負担割合などの約束をした場合、共済金の一部または全部をお支払いできないことがあります。

●事故が起きた時のお願い!!
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FAX自動車共済見積りシート
この見積りシートに必要事項をご記入の上、車検証と自動車検査証記録事項と現在ご契約の自動車保険証券(または更新
のご案内)を一緒にFAXかメールをしてください。自動車共済係から折り返し見積り書をお送りいたします。

年　　　月　　　日

●現在のご契約について
現在ご加入中の保険会社（共済）名 満 期 日 現在の等級（事故有期間） 契約期間内の事故の有無

□なし    □有り（     件）等級 年

■車種・等級などによって加入制限がある場合があります。■現在のご契約の契約者・契約車両・事故暦の有無・記名被保険（共済）者を確認のうえで等級がきまります。

●お見積りする補償について
年 齢 条 件

対 人 賠 償

対 物 賠 償

搭乗 者 傷 害

人身傷害補償

各種特約

タイプ

免責金額

□年齢問わず  □２１歳以上  □２６歳以上  □３０歳以上  □３５歳以上

無制限

□無制限  □２０００万円 □１０００万円

□１０００万円  □５００万円  □希望しない（人身傷害補償を付帯する場合のみ）

□無制限  □１億円  □５０００万円  □３０００万円  □希望しない

□一般車両  □車対車＋危険限定  □希望しない

□０万円　□０‒１０万円（１回目の事故０万円 ２回目以後１０万円 ）
□５‒１０万円（１回目の事故５万円 ２回目以後１０万円 ）

ロードアシスタンス宿泊移動費用特約　□希望する　□希望しない

□運転者本人・配偶者限定特約　□運転者本人限定特約　※いずれか一つの特約のみ付帯できます。

原付バイク特約　□自損傷害タイプ  □人身傷害タイプ　※北海道および中部地域は自損傷害タイプのみの付帯です。

弁護士費用特約　□希望する  □希望しない

代車費用特約　□事故 30日・故障 15日　□事故 15日・故障 15日
（代車日額　軽四輪（乗用・貨物）車：5000円　軽四輪（乗用・貨物）車以外の自家用8車種：□5000円　□7000円　□10000円）

対物賠償免責 □0万円  □３万円
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国公共済会
自動車共済係

〒105-0003　東京都港区西新橋1-17-14 西新橋エクセルアネックス 4F　 電話 03-6807-5710  E-mail kuruma@k-kyosai.jp

0120-550-935 FAX.
03-3580-2885

お預かりした個人情報は、国公共済会の共済事業以外には使用しません。

●お車について
車名 型式 初度登録（年式） グレード 価格

万円　　H・R　　　年　　　月

生年月日 年　　　月　　　日　　　歳S・H

●主に車を運転される方について（記名被共済者） （ご契約者本人以外の場合のみご記入ください）
フリガナ

お名前

性　別

男   女
□配偶者  □同居親族  □別居扶養親族

ご契約者（組合員）との関係

●ご契約者について（組合員）

フリガナ

お名前

所属組合

使用地域 メールアドレス

性　別

男   女

年　齢

生年月日

電 話

FAX
□ご自宅   □その他

（　　  　）

（　　  　）

申 込 日 年　　　月　　　日

年　　　月　　　日S・H

歳

北海道・東北・関東・中部・西日本・沖縄 ＠

※2020年11月24日から住所、電話・FAX番号が変更になりました。


